
旭川市報道依頼 

各報道機関 様 

発表日 令和元年９月２５日 

発信課 建築指導課建築確認係 

担当者 佐川 一郎 

連絡先 

電 話：0166-25-8561 

ＦＡＸ：0166-24-7009 

E-mail:kenchikusidou@city.asahikawa.hokkaido.jp 

分  類 イベント･行事  募集  契約･入札   会議･説明会   その他 

日  程   １１ 月 ２４ 日 （日曜日） 

発表項目 令和元年度  旭川市空き家無料合同相談会 

 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

 

趣旨  

 相続，登記，不動産取引，解体等の複数の分野にまたがる空き家問題につ

いて，各分野における専門の相談員が個別相談に対応することで，空き家問

題の円滑な解決及び発生抑制を図り，市民が安全に暮らせるまちづくりの推

進に寄与するものです。 

 

日  時 令和元年 11月 24日（日曜日） 午前１０時から午後５時まで 

 

場  所 旭川市国際交流センター（フィール旭川７階） 

   共用会議室１・２（旭川市 1条通 8丁目 108 番地） 

 

内  容 １ 相続や登記に関するご相談 

２ 不動産取引に関するご相談 

３ 住宅の解体や除却に関するご相談 

 

対 象 者 空き家所有者，管理者等で，今後の処分や管理に困っている方 

     （予定者含む） 

 

申込期限 令和元年 11月 18日（月曜日） 

申 込 先 旭川市建築部建築指導課建築管理係（担当 佐川・寺島） 

TEL 25-8561 FAX 24-7009 

 

主  催 旭川市 

共  催 旭川司法書士会 

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部 

添付資料 
有 ・無 「旭川市空き家無料合同相談会案内兼申込書」 

報道（取材）に

当たってのお願

い 

申込期限が令和元年 11月 18 日（月曜日）であるため，少なくとも申込期

限の１週間程度前までに報道願います。 

備  考 
 



 

 

 

 

 

といった空き家に関するお困り事は，ありませんか？ 

 

市では，司法書士や宅建協会の協力のもと，空き家に関する無料相談会を開催します。 

空き家の管理などでお困りの方は，この機会に是非ご参加ください。 

 

○日時  令和元年１１月２４日（日）１０：００～１７：００ 

○会場  旭川市国際交流センター（フィール旭川 ７階） 

     共用会議室１・２（旭川市１条通８丁目 108 番地） 

○主催  旭川市 

○共催  旭川司法書士会 

公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 旭川支部  

○開催概要 

対象者 
主に空き家を所有または管理されている方 

空き家となる予定の建物を所有または管理し，今後の管理や処分で困っている方 

内 容 

１．相続や登記に関するご相談 

２．不動産取引に関するご相談 

３．住宅の除却に関するご相談 

費 用 無料 

定 員 

１５名程度 （相談時間：６０分以内） 

※定員により，ご参加いただけない場合，相談内容に応じて後日，別途ご相談の 

機会をご提案いたします。 

申込み 

締切り 

令和元年１１月１８日(月)まで 

※定員になり次第，締切らせていただきますので，ご了承願います。 

申込み 

方 法 

事前に，所定の申込書を郵送，FAX 又は E-mail にて，下記申込み先までお送

りください。 

なお，電話によるお申込みはできません。 

※お申込みは，申込書に必要事項①～⑫をご記入の上，お送りください。 

①申込み内容②氏名 ③性別 ④住所 ⑤年代⑥電話・FAX 番号⑦相談会を知った方法 

⑧空き家になった時期⑨構造⑩空き家の住所⑪現在の空き家の状況⑫ご相談内容 

※申込書は，市のホームページからダウンロード可能です。 

市 HP： くらし ＞ 住宅・土地・都市計画 ＞ 住宅・建築 ＞ 空家等対策 

                             ＞ 令和元年度 旭川市空き家無料合同相談会 

申込みお

問合せ先 

旭川市 建築部建築指導課建築管理係 

 〒070-8525 旭川市６条通１０丁目第三庁舎３階 

電話：0166-25-８５６１（直通），FAX：0166-2４-７００９ 

E-mail：kenchikusidou@city.asahikawa.hokkaido.jp 

その他 
※申込み後に受付票をお送りしますので，当日ご持参ください。 

※無料駐車場は，会場にありません。 

※旭川司法書士会 HP http://www.asa-s.jp/soudan_mado.html/ 

※公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 旭川支部 HP http://takuken.net/ 

 

申込書は 

裏面へ 

○ 長い間放置している空き家をどうしたら良いだろう 

○ 空き家を売却したいけど，どうしたら良いだろう 

○ 親から家を相続したけど，これからの管理はどうしたら良いだろう 

 

 

mailto:kenchikusomu@city.asahikawa.hokkaido.jp
http://smile-in-asahikawa.org/
http://smile-in-asahikawa.org/


＜令和元年度 旭川市空き家無料合同相談会申込書＞ 
 

①申込み内容 

（○を記入） 

※複数の場合優先

順位１～３を記入

してください 

 
相続や登記に関するご相談 ご希望の時間帯 

：  ～  ： 

※ご希望に沿えない場合がござ 

います。ご了承ください。 

 不動産取引に関するご相談 

 
住宅の除却に関するご相談 

②氏  名   ③性別 男 ・ 女 

④住  所 
 〒   －    

 

⑤年  代 

 （年  齢） 
20 代以下 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 代以上 

⑥電話・FAX 番号 電話番号  （   ）   ・FAX 番号  （   ）   

⑦相談会を知った

方法（複数回答可） 

１.市からの周知（ 建築指導課・支所・その他 ），2.司法書士から

の周知，3.不動産業関係者からの周知， ４.新聞（            ） 

５.あさひばし，６.ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ，７.ＨＰ，８.その他（       ） 

⑧空き家になった

時期 
昭和・平成   年頃 ⑨構造 

木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート 

その他（          ） 

⑩空き家の住所 旭川市 

⑪現在の空き家の

状況 

                                                           

                                 

                               

                            

                                                      

⑫ご相談内容 

（具体的に記入） 

                                                           

                                 

                               

                            

                            

                            

                             

                            

                            
 


